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国土交通省 マンションの管理規約改正へ 

国交省は、多くのマンションで管理組合が規約のひな型に使っている「標準管理規約」を年

内にも改正する。現在の規約は管理費の用途として「地域コミュニティにも配慮した居住者間

のコミュニティ形成に要する費用」も認めており、親睦会などに支出することもあるが、強制

的に集める管理費の使い方にふさわしくないとの住民の批判に対応する。「コミュニティ形

成」の表現をなくす一方、「防災並びに居住環境の維持及び向上」との表現を新たに盛り込む。

国交省はマンション管理業協会などの業界団体や自治体などに新しい規約を通知する。 

 

高層マンションで相続税節税 国税庁監視強化 

 国税庁が全国の国税局に対し、タワーマンションを使った相続税対策への監視を強化するよ

う指示している。今年 1 月の税制改正で、相続税の最高税率が 50%から 55%に引き上げられ、

非課税枠(基礎控除)が 4割縮小したことで、税負担を軽くしたい富裕層を中心にタワーマンシ

ョン購入の動きが広がっている。しかし、国税庁は「富裕層にしか活用できない節税方法であ

り、税負担の公平を著しく害する恐れがある」として、行き過ぎた節税行為には相続税を追徴

課税する。ただ、国税庁はどのようなケースが対象なるかを明らかにしていない。 

 

不動産適正取引推進機構における相談事例紹介（５７） 

【相談者】建築中の建売住宅を分譲する業者 

【内 容】給水管が未設置だが、「直ちに利用可能な施設」として説明してよいか。 

【考え方】重説の「飲用水（略）の整備状況」欄の「直ちに利用可能な施設」に、施設の種別

と配管の状況について記載して説明する。建築中で給水管が未設置のときは、引渡時までに売

主の責任と負担で整備する内容を記載して説明する。「配管等の状況」には、前面道路・敷地

内配管・私設管の有無と管径を記載するが、「敷地内配管」には前面道路内の水道管（本管）

から分岐された敷地内のメーターまでの配管、「私設管」にはメーターより先の配管について

記載する。本管以外の給水管は、本管からの分岐を行った者の所有物で、所有の概念からすれ

ば敷地内配管も本来は私設管とすべきだが、メーター（水道局からの貸与）を分岐点として給

水管の管径が異なることが多いため、便宜的にこのように仕分ける。なお、東京都水道局は、

前面道路内の給水管の漏水の修理は、所有・維持管理の範囲とは別に、メーターまでを水道局

の修理範囲としている。飲用水の供給施設の整備状況の説明は、前記の内容を重説に記載して

文書として説明するが、建売住宅のように、売買対象物の内容を明示しなければならないとき

は、メーターや敷地内配管の位置については、（注）外構図（縮尺 1/100 以上）及び敷地に関

する平面図（縮尺を明示）にその位置を記載して、図面を重説の添付書類として説明する。 

（注）S46.12.14 及び S51.12.11 に発せられた建設省計画局長通達等を受けて、不動産業の各

団体が定めた具体的な実施方法 

 

ＴＲＡ不動産相談室のお知らせ 
お問合せ時間は １３：００～１６：００  

 

●毎週 月・水・金曜日は・・・不動産取引に関する相談（電話）   
※相談応対は経験豊富な相談員が行います。 

●毎週 火・木曜日は・・・不動産に関する法律相談（面談）  
※法律相談は弁護士が行います。予め電話予約の上、ご来所下さい。 

◆今月の 「ＴＲＡ不動産相談室」日程 は下記の通りです。  
 

   
月 火 水 木 金 
４ 

休み 
５ 
休み 

６ 
電話 

７ 
面談 

８ 
電話 

１１ 
休み 

１２ 
面談 

１３ 
電話 

１４ 
面談 

１５ 
電話 

１８ 
電話 

１９ 
面談 

２０ 
電話 

２１ 
面談 

２２ 
電話 

２５ 
電話 

２６ 
面談 

２７ 
休み 

２８ 
面談 

２９ 
電話 

１２月２８日～１月５日まで 
不動産相談室は相談業務を 
お休みさせていただきます。 

 
 

 
 
所在地：新宿区西新宿７－４－３升本ビル２階（小滝橋通り沿） 

ＴＥＬ：０３（５３３８）０３７０  ＦＡＸ：０３（５３３８）０３７１ 
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          保険代理店募集中！ 

  【代理店登録のメリット】 

① 販売ノルマなし 

         ② 高い代理店手数料 

         ③ パソコン使用による 

簡単な保険契約申込                      

代理店募集についてのお問い合わせ先 

全日ラビー少額短期保険 株式会社 

℡．０３（３２６１）２２０１ 

※土日・祝祭日除く 

平日９：３０〜１７：３０ 


